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(57)【要約】
【課題】接点位置を求めるのが容易であり、又、導通電
極のエッジに引っ掛かる虞の少ない接点ばね及びスライ
ドスイッチを提供する。
【解決手段】導通電極１１６に対して相対移動可能の接
点取付支持体１０６に取り付けられ、導通電極１１６に
接点部２が所定の接触圧にて当接される複数の同じ形状
をしたブラシ片１１を備え、ブラシ片１１の相対移動方
向にて各ブラシ片１１の両側に設けた両接点基板９、１
０により各ブラシ片１１を支持するようにした両側支持
の接点ばね１であって、各ブラシ片１１は、相対移動方
向に直交する方向から見て山形形状とされ、且つ、相対
移動方向に直交する方向に互いに離間して配置されてお
り、各ブラシ片１１は、山形形状の頂部である接点部を
形成するための頂部湾曲部２を備えており、各ブラシ片
１１は、頂部湾曲部２と、頂部湾曲部２とは反対側の各
端部を支持する両接点基板９、１０との間に曲げ部１２
が形成されている。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　導通電極に対して相対移動可能の接点取付支持体に取り付けられ、前記導通電極に接点
部が所定の接触圧にて当接される複数の同じ形状をしたブラシ片を備え、前記ブラシ片の
相対移動方向にて前記各ブラシ片の両側に設けた両接点基板により前記各ブラシ片を支持
するようにした両側支持の接点ばねであって、
　前記各ブラシ片は、相対移動方向に直交する方向から見て山形形状とされ、且つ、相対
移動方向に直交する方向に互いに離間して配置されており、
　前記各ブラシ片は、山形形状の頂部である接点部を形成するための頂部湾曲部を備えて
おり、
　前記各ブラシ片は、前記頂部湾曲部と、前記頂部湾曲部とは反対側の各端部を支持する
前記接点基板との間に曲げ部が形成されていることを特徴とする両側支持の接点ばね。
【請求項２】
　前記頂部湾曲部には、この湾曲形状より突出するようにして球面状とされる接点接触部
が形成されていることを特徴とする請求項１に記載の接点ばね。
【請求項３】
　前記各ブラシ片は、
（i）前記頂部湾曲部に連接し、互いのなす角度が１８０°より小さい所定の角度θ１を
なすように配置された第１及び第２のアームと、
（ii）前記第１及び第２アームに対して、それぞれ、１８０°より小さい角度θ２にて外
方へと折り曲げられ、前記曲げ部を形成する第３及び第４アームと、
を有しており、前記各ブラシ片の前記第３及び第４アームは、それぞれ、互いのなす角度
が１８０°より小さい角度θ３にて配置された前記両接点基板に接続されることを特徴と
する請求項１又は２に記載の接点ばね。
【請求項４】
　前記各ブラシ片の前記第３及び第４アームは、それぞれ、対応する前記接点基板に対す
る角度θ４が１８０°にて接続されることを特徴とする請求項３に記載の接点ばね。
【請求項５】
　回転軸を中心として回転可能な接点取付支持体と、
　前記回転軸を通る直径方向に整列して設置された複数のブラシ片を備えた接点ばねと、
　前記ブラシ片に設けた接点部が所定の接触圧にて当接される導通電極と、
を備えたスライドスイッチにおいて、
　前記接点ばねは、請求項１～４のいずれかの項に記載の接点ばねであることを特徴とす
るスライドスイッチ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば、テスター（回路計）などにおいて、そのレンジ切り替え装置として
搭載されるロータリースイッチ装置などのスライドスイッチに使用される接点ばね、及び
、斯かる接点ばねを備えたスライドスイッチに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、引用文献１に記載されるような構造のテスター（回路計）が知られている。その
構造を、本願添付の図５及び図６を参照して簡単に説明する。
【０００３】
　図５に示すように、テスター１００は、テスター本体１０１を備え、テスター本体１０
１には、リード線１０２にてテストプローブ（図示せず）が接続されている。
【０００４】
　テスター本体１０１は、本体ケース１０３を構成する上ケース１０３ａと下ケース１０
３ｂとを備え、内部に回路基板１０４（図６）が設置されている。
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【０００５】
　上ケース１０３ａには、測定モードを切り替えるためのロータリースイッチ装置１０５
のダイアル１０６、及び表示部１０７が配置されている。ダイアル１０６は、その回転軸
１０８が基板１０４の支持穴１０９に回転自在に取り付けられている。
【０００６】
　更に、ロータリースイッチ装置１０５は、ダイアル１０６をクリック的に回転させるク
リック機構１１０と、ダイアル１０６の裏面に形成されたスイッチ本体１１１とを備えて
いる。
【０００７】
　ダイアル１０６の裏面には、接点ブラシ、即ち、接点ばね１１２が複数配列されている
。即ち、ダイアル１０６は、スイッチ本体１１１における接点ばね１１２を支持する接点
取付支持体をも構成している。この接点ばね１１２により導通される導通電極、即ち、導
通パターン１１６は、図８に示すように、接点ばね１１２に対向して回路基板１０４の上
に同心円状に形成されている。
【０００８】
　本発明が関連するスイッチ本体１１１について説明する。従来の接点ばね１１２の構造
を図７に示す。図７は、接点ばね１１２の構造を分かり易くするために、ダイアル１０６
の裏面が上方に位置した状態で接点ばね１１２のみを図示しており、ダイアル裏面に接点
ばね１１２を取り付けているネジ等は省略されている。
【０００９】
　図７に示すように、従来、接点ばね１１２は、片側支持構造とされ、ダイアル裏面に取
り付けるために鋭角に折り曲げて成形された接点基板１１３と、この接点基板１１３の一
端に接続された複数のブラシ片１１４を有している。本例では、スイッチ本体１１１には
、ブラシ片１１４が２つの接点ばね１１２を３個と、ブラシ片１１４が３つの接点ばね１
１２を１個、備えた構造を示しているが、これに限定されるものではない。
【００１０】
　各ブラシ片は同じ形状、構造とされ、従来、ブラシ片の他端は、湾曲部とされ、回路基
板に形成された導通パターン１１６に所定の接触圧にて当接される接点部１１５を形成し
ている。
【００１１】
　ここで、スイッチ本体１１１において、図８（ａ）に示すように、接点ばね１１２を取
り付けたダイアル１０６が矢印方向に回転（移動）し、導通パターン１１６が形成された
基板１０４は固定されているものとする。
【００１２】
　接点ばね１１２のブラシ片１１４の接点部１１５は、導通パターン１１６がない部分で
導通が切れている（図８（ａ）の（イ））。ダイアル１０６を回すことにより、接点ばね
１１２が、矢印方向に移動し、導通パターン１１６の一端に達すると、導通パターン１１
６によりブラシ片１１４の接点部１１５が矢印方向に押し込まれ（図８（ａ）の（ロ））
、導通パターン１１６と導通し、所定位置にまで移動した後停止する（図８（ａ）の（ハ
））。ブラシ片１１４の接点部１１５は、所定位置にて矢印方向下方へと押し込まれた状
態で所定の接触圧にて導通パターン１１６と導通状態を維持している。
【特許文献１】特開平１０－２４１４９５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　しかしながら、本発明者の研究実験の結果によれば、このような接点ばね１１２が導通
パターン１１６に対して相対移動するスライドタイプのスイッチ１０５は、上述のように
、接点ばね１１２は、その接点部１１５を矢印方向に或る程度押し込んで、その反力を接
触圧とするが、片側支持の場合、押し込んだ時の接点部１１５の位置が設計では求め難い
。そのために、ブラシ片１１４の接点部１１５の位置が、設計と実際とでは、ズレが大き
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くなる。ズレが大きくなると、ダイアル１０６を回すことによる測定モード切替の精度が
不安定となる。
【００１４】
　そのために、現状では、試作して、導通パターンの微調整をすることが余儀なくされて
いる。
【００１５】
　また、片側支持のタイプの接点ばねは、図８（ｂ）に示すように、導通パターン１１６
にエッジ１１６ａがある場合には、接点ばね１１２が、図８（ｂ）にて、矢印Ａ方向（左
側方向）に移動する場合には、接点部分は矢印方向に逃げることができるので、問題がな
い。
【００１６】
　接点ばね１１２を矢印Ａ方向とは逆の方向、即ち、図８（ｂ）にて、矢印Ｂ方向（右側
方向）へと移動させた場合には、接点部１１５が導通パターン１１６のエッジ部１１６ａ
に引っ掛かってしまい、座屈し変形する虞があることが分かった。
【００１７】
　そこで、本発明者は、図９に示すように、接点ばね１１２の移動方向の両側にて支持さ
れた山形形状の接点ばね１１２を作製し、その性能を検討した。つまり、接点ばね１１２
は、山形形状のブラシ片１１４の頂部に接点部１１５を備え、両側端に接点基板１１３を
備えた構造とした。
【００１８】
　この両側支持のスライドタイプのスイッチ１０５の接点ばね１１２は、両側で支持され
ているために、接点ばね１１２の接点部１１５は、図１０（ａ）に示すように、矢印で示
す垂直方向に変位し、従って、接点位置は、設計通りであり、接点位置を求めるのは容易
である。
【００１９】
　しかしながら、接点ばね１１２は、接点部１１５の左右方向への変形の余地がなく、座
屈は起こり難いものの、図１０（ｂ）に示すように、導通パターン１１６にエッジ１１６
ａがある場合には、接点部１１５がエッジ１１６ａに引っ掛かる虞があることが分かった
。
【００２０】
　本発明の目的は、接点位置を求めるのが容易であり、又、導通電極のエッジに引っ掛か
る虞の少ない接点ばね及びスライドスイッチを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　上記目的は本発明に係る接点ばね及びスライドスイッチにて達成される。要約すれば、
本発明は、導通電極に対して相対移動可能の接点取付支持体に取り付けられ、前記導通電
極に接点部が所定の接触圧にて当接される複数の同じ形状をしたブラシ片を備え、前記ブ
ラシ片の相対移動方向にて前記各ブラシ片の両側に設けた両接点基板により前記各ブラシ
片を支持するようにした両側支持の接点ばねであって、
　前記各ブラシ片は、相対移動方向に直交する方向から見て山形形状とされ、且つ、相対
移動方向に直交する方向に互いに離間して配置されており、
　前記各ブラシ片は、山形形状の頂部である接点部を形成するための頂部湾曲部を備えて
おり、
　前記各ブラシ片は、前記頂部湾曲部と、前記頂部湾曲部とは反対側の各端部を支持する
前記接点基板との間に曲げ部が形成されていることを特徴とする両側支持の接点ばねであ
る。
【００２２】
　本発明の一実施態様によると、前記頂部湾曲部には、この湾曲形状より突出するように
して球面状とされる接点接触部が形成されている。
【００２３】



(5) JP 2010-10003 A 2010.1.14

10

20

30

40

50

　本発明の他の実施態様によると、前記各ブラシ片は、
（i）前記頂部湾曲部に連接し、互いのなす角度が１８０°より小さい所定の角度θ１を
なすように配置された第１及び第２のアームと、
（ii）前記第１及び第２アームに対して、それぞれ、１８０°より小さい角度θ２にて外
方へと折り曲げられ、前記曲げ部を形成する第３及び第４アームと、
を有しており、前記各ブラシ片の前記第３及び第４アームは、それぞれ、互いのなす角度
が１８０°より小さい角度θ３にて配置された前記両接点基板に接続される。
【００２４】
　本発明の他の実施態様によると、前記各ブラシ片の前記第５及び第６アームは、それぞ
れ、対応する前記接点基板に対する角度θ４が１８０°にて接続される。
【００２５】
　第２の本発明によると、
　回転軸を中心として回転可能な接点取付支持体と、
　前記回転軸を通る直径方向に整列して設置された複数のブラシ片を備えた接点ばねと、
　前記ブラシ片に設けた接点部が所定の接触圧にて当接される導通電極と、
を備えたスライドスイッチにおいて、
　前記接点ばねは、上記構成の接点ばねであることを特徴とするスライドスイッチが提供
される。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明によれば、両側支持であり、接点位置は、実質的に押し込み方向に対して垂直方
向に変位し、そのために、接点位置は設計位置であると見なすことができ、接点位置を求
めるのが容易である。また、接点ばねのスライド時における左右方向への変形の余地があ
り、導通パターンのエッジに引っ掛かり、座屈を起こすようなことがない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　以下、本発明に係る接点ばね及びスライドスイッチを図面に則して更に詳しく説明する
。
【００２８】
　実施例１
　図１及び図２（ａ）、（ｂ）を参照して、本発明に係る接点ばね及びスライドスイッチ
の一実施例を説明する。
【００２９】
　本実施例にて、本発明に係る接点ばね１は、図５及び図６を参照して説明したテスター
１００におけるロータリースイッチ装置１０５に適用されるものとして説明する。しかし
、本発明のスライドスイッチは、ロータリースイッチ装置１０５に限定されるものではな
く、接点ばね１が導通パターン（導通電極）１１６に対して相対移動するようなスライド
スイッチに適用し得る。
【００３０】
　本実施例のスライドスイッチ、即ち、ロータリースイッチ装置１０５は、図５及び図６
に示すように、ダイアル、即ち、概略円板形状とされる接点取付支持体１０６を備え、接
点取付支持体１０６には、接点取付支持体１０６をクリック的に回転させるクリック機構
１１０と、接点取付支持体１０６の裏面に形成されたスイッチ本体１１１とを備えている
。
【００３１】
　図１は、本実施例の接点ばね１の構造を分かり易くするために、ロータリースイッチ装
置１０５の接点取付支持体１０６の裏面が上方に位置した状態で、スイッチ本体１１１を
構成する接点ばね１、及び、接点取付支持体１０６の裏面に設けられた接点ばね１の支持
構造体５０のみを示している。クリック機構１１０は、本発明の特徴部を構成するもので
はないので、図１には省略されている。
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【００３２】
　接点取付支持体１０６の裏面には、接点取付支持体１０６を回路基板１０４（図６参照
）に回転自在に取り付けるための回転軸１０８が一体に形成されている。従って、接点取
付支持体１０６は、操作者により、回転軸１０８を中心として任意の方向に可動（回転可
能）とされる。
【００３３】
　接点取付支持体１０６には、回転軸１０８を通る直径方向に整列して、接点ばね１が設
けられる。この接点ばね１により導通される導通電極としての導通パターン１１６（図８
、図１０参照）は、回路基板１０４（図８、図１０参照）上に、接点ばね１に対応して同
心円状に形成されている。
【００３４】
　本実施例によれば、接点取付支持体１０６の裏面には、接点ばね１を取り付けるための
支持構造体５０が形成されている。支持構造体５０については、接点ばね１及びスイッチ
本体１１１の構造を説明する際に合わせて説明する。
【００３５】
　次に、本実施例に従った接点ばね１について説明する。
【００３６】
　本実施例によれば、接点ばね１は、図１及び図２（ａ）、（ｂ）に示すように、可動の
接点取付支持体１０６に取り付けられ、接点部２が所定の接触圧にて移動しながら導通パ
ターン１１６（図１０参照）に当接される複数の同じ形状をしたブラシ片１１を備えてい
る。接点ばね１は、導通パターン１１６に対して、移動する方向に沿った各ブラシ片１１
の両側に設けた接点基板９、１０にて各ブラシ片１１を支持した両側支持の接点ばねとさ
れる。
【００３７】
　また、各ブラシ片１１は、移動方向に直交する方向から見て山形形状とされ、且つ、相
対移動方向に直交する方向に互いに離間して配置されている。詳しくは後述するが、各ブ
ラシ片１１は、頂部湾曲部２と、頂部湾曲部２とは反対側の各端部を支持する接点基板９
、１０との間に曲げ部１２が形成されていることを特徴とする。
【００３８】
　つまり、本実施例の接点ばね１は、全体的に言えば、先に図９、図１０を参照して説明
した接点ばね１１２と同様に、薄板の矩形状のばね材を、左右対称形状に山形形状に折曲
して作製された両側支持構造とされ、接点取付支持体１０６に取り付けられた状態で、内
部に概略三角形状の空間を形成している。また、接点ばね１は、山形形状の頂部に接点部
１０２を備えた構造とされる。ばね材としては、厚さｔが０．１～０．２ｍｍとされるば
ね用リン青銅、ばね用ベリリウム銅、ばね用洋白などを好適に使用し得る。
【００３９】
　本明細書及び特許請求の範囲にて、接点ばね１の「内部」或いは「内方」とは、山形形
状に成形されたブラシ片１１にて内包される上記三角形状空間部を意味するものとし、接
点ばね１の「外部」或いは「外方」とは、上記三角形状空間部の外方領域を意味するもの
とする。
【００４０】
　更に説明すると、接点ばね１は、山形形状に成形され、その頂部に接点部２を備えたブ
ラシ片１１が複数、例えば、２個或いは３個、平行に配列され、各ブラシ片１１の接点部
２とは反対の端部が両接点基板９、１０にそれぞれ接続されている。接点ばね１の各ブラ
シ片１１は、本実施例では、山形形状頂部の接点部２が、接点取付支持体１０６の回転軸
１０８を通る直径方向に整列して配置されている。即ち、各ブラシ片１１は、スライド（
移動）方向に直交する方向から見て山形形状とされる。
【００４１】
　各ブラシ片１１、１１の間にはスリット（即ち、開口部）２０が形成されており、複数
のブラシ片１１は、上述のように、互いに平行に配置されている。このスリット部２０は
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、上記回転軸１０８を通る直径方向に対して直交する方向に形成され、詳しくは後述する
ように、接点ばね１を接点取付支持体１０６に取り付ける機能を有している。
【００４２】
　特に、図２（ａ）、（ｂ）、（ｃ）を参照すると理解されるように、本実施例によると
、各ブラシ片１１は、頂部に接点部２を形成するための頂部湾曲部に連接し、互いに所定
の角度θ１にて配置された第１及び第２のアーム３、４を有している。本実施例では、頂
部湾曲部２には、更に、この湾曲形状より高さｈだけ突出するようにして球面状とされる
接点接触部２ａが形成されている。
【００４３】
　各ブラシ片１１は、更に、第１及び第２アーム３、４に対して角度θ２にて外方へと折
り曲げられ、曲げ部１２を形成する第３及び第４アーム５、６を有している。
【００４４】
　各ブラシ片１１の第３及び第４アーム５、６は、接点ばね１の第１及び第２の両接点基
板９、１０に接続される。各接点基板９、１０は、矩形状とされ、両接点基板９、１０は
、互いに角度θ３を形成するようにして、前記各ブラシ片１１の第３及び第４アーム５、
６に、その一側縁部が接続されている。つまり、第３及び第４アーム５、６の延長上に、
それぞれ、第１及び第２の接点基板９、１０が位置しており、第３及び第４アーム５、６
と、対応する接点基板９、１０との間の角度θ４は１８０°とされる。勿論、必要に応じ
て、角度θ４は、１８０°より小さい角度でも良く、また、１８０°より大きい角度とす
ることもでき、例えば、１５０～２１０°とすることができる。両接点基板９、１０の他
側縁部は、上述のように、接点取付支持体平面部に当接している。
【００４５】
　次に、図１を参照して、本実施例の接点ばね１をスライドスイッチとして使用する場合
の接点取付支持体１０６への取付態様について説明する。
【００４６】
　本実施例によれば、接点ばね１を接点取付支持体１０６に取り付けるための支持構造体
５０は、図１に示すように、接点取付支持体１０６に一体に設置され、接点ばね１のスリ
ット（開口部）２０が装入される取付突起５１を備えている。
【００４７】
　本実施例にて、接点ばね１のスリット２０は、接点ばね１の平面図である図２（ｃ）を
参照すると理解されるように、平面図では矩形状の開口部とされる。従って、取付突起５
１は、本実施例では、接点ばね１のスリット（矩形状開口部）２０に合致するように、断
面が矩形状の柱状体とされる。勿論、取付突起５１は、この突起に取り付けられた接点ば
ね１が回転しないことが重要であり、この機能をなすその他の形状、例えば、長円形、楕
円形、その他種々の形状とし得る。
【００４８】
　また、図１にて、ブラシ片１１が３個形成された接点ばね１（図１にて、左下の接点ば
ね１）においては、接点ばね１にスリット２０が２個形成されることとなるので、取付突
起５１は、この２個のスリット（開口部）２０に合致するように、断面が矩形状の柱状体
５１が２個並設される。
【００４９】
　本実施例では、取付突起５１に取り付けられた接点ばね１の外側端縁部に隣接して、垂
直突起５２が形成されているが、これは、接点ばね１が導通パターン１１６（図１０参照
）により押圧された時、接点ばね１の長手方向両側に位置した取付基板９、１０の外側端
縁部が接点取付支持体平面部を滑り、両側の垂直突起５２に当接することにより接点部２
の位置を常に一定位置に位置決めするためのものである。
【００５０】
　本実施例の接点ばね１の具体的寸法形状について説明すれば、図２を参照して、頂部湾
曲部２の半径Ｒ１は１～１．２ｍｍ、角度θ１は１８０°より小さい角度、例えば、４５
～７０°、角度θ２は１８０°より小さい角度、例えば、１４２．５～１６５°、角度θ
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３は１８０°より小さい角度、例えば、１００～１２０°とされる。また、第１及び第２
アーム３、４の長さＬ１は２～３ｍｍ、第３及び第４アーム５、６の長さＬ２は１～２ｍ
ｍとされる。又、ブラシ片１１の幅Ｗ１は、０．８～２ｍｍとされ、各ブラシ片１１の間
に形成されるスリット幅Ｗ２は、０．８～３ｍｍとされ、第１及び第２の接点基板９、１
０の長さＬ３は、２～３ｍｍとされる。
【００５１】
　従って、接点ばね１の全体形状は、ブラシ片の長手方向に沿った長さＬ０が７．８～１
２．５ｍｍとされ、長手方向に直交する方向の幅Ｗ０が２．４～１２ｍｍとされ、基板９
、１０の側端から頂部接点接触部２ａまでの高さＨ０が５．４～５．７ｍｍとされる。
【００５２】
　本実施例の接点ばね１にて、ブラシ片１１が２個形成された下記寸法の接点ばね１を作
製し、接点ばね１の性能を検討した。
【００５３】
・材質
　厚さ（ｔ）が０．１５ｍｍのばね用リン青銅板
・ブラシ片
　頂部湾曲部の半径Ｒ１：１ｍｍ
　接点接触部の半径Ｒ２：０．８ｍｍ
　接点接触部の高さｈ：０．２ｍｍ
　第１及び第２アームの長さＬ１：２．８ｍｍ
　第３及び第４アームの長さＬ２：１．２ｍｍ
　第１及び第２接点基板の長さＬ３：２ｍｍ
　角度θ１：６０°
　角度θ２：１５０°
　角度θ３：１２０°
　角度θ４：１８０°
　ブラシ片の幅Ｗ１：１．２ｍｍ
・接点ばねの全体形状
　接点ばねの高さＨ０：５．６５ｍｍ
　ブラシ片の長手方向に沿った長さＬ０：１０．２５ｍｍ
　長手方向に直交する方向の幅Ｗ０：５．３ｍｍ
　スリット幅Ｗ２：２．９ｍｍ
【００５４】
　図３は、上記構成の接点ばね１を使用し、接点部２に対してＹ方向に５Ｎの力を加えた
時の接点ばね１の各部位における変形の状態を解析した図である。また、図４は、図１０
を参照して説明した山形形状の接点ばね１１２を使用し、同様に、接点部１１５に対して
Ｙ方向に５Ｎの力を加えた時の接点ばね１１２の各部位における変形の状態を解析した図
である。
【００５５】
　図３と図４とを比較すると、本実施例の接点ばね１は、接点部２と接点基板９、１０と
の間に曲げ部１２を設けたことにより、本実施例の接点ばね１の方が、接点位置のＹ方向
への大幅な変位を来すことなく、ブラシ片１１の変形量を増大し得ることが分かる。
【００５６】
　つまり、本実施例の接点ばね１によると、両側支持であり、接点位置は、実質的に押し
込み方向に対して垂直方向に変位し、そのために、接点位置は設計位置であると見なすこ
とができ、接点位置を求めるのが容易である。また、接点ばね１のスライド時における左
右方向への変形の余地があり、導通パターン（導通電極）のエッジに引っ掛かり、座屈を
起こすようなことがない。
【００５７】
　上記実施例では、接点ばね１を備えた接点取付支持体１０６が可動とされ、導通パター
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１を備えた接点取付支持体１０６が固定とされ、導通パターン１１６側が移動する構成と
することも可能である。即ち、本発明の接点ばね及びスライドスイッチは、接点ばね１が
導通パターン１１６に対して相対移動可能とする構成において同様の作用効果を奏し得る
。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】本発明に係るスライドスイッチにおける接点ばねを備えたスイッチ本体の一実施
例の斜視図である。
【図２】本発明に係る接点ばねを示す図であり、図２（ａ）は斜視図、図２（ｂ）は正面
図、図２（ｃ）は平面図である。
【図３】本発明の一実施例の接点ばねを使用し、接点接触部に対してＹ方向に５Ｎの力を
加えた時の接点ばねの各部位における変形の状態を解析した図である。
【図４】比較例としての山形形状の接点ばねを使用し、接点接触部に対してＹ方向に５Ｎ
の力を加えた時の接点ばねの各部位における変形の状態を解析した図である。
【図５】本発明の接点ばね及びスライドスイッチを適用し得るテスターの斜視図である。
【図６】テスターの分解斜視図である。
【図７】従来の接点ばねを備えたスイッチ本体の一例を示す斜視図である。
【図８】従来の接点ばねの機能を説明する図である。
【図９】比較例としての山形形状の接点ばねを備えたスイッチ本体の一例を示す斜視図で
ある。
【図１０】比較例としての山形形状の接点ばねの機能を説明する図である。
【符号の説明】
【００５９】
　１　　　　　　　接点ばね
　２　　　　　　　頂部湾曲部（接点部）
　２ａ　　　　　　接点接触部
　３、４　　　　　第１及び第２のアーム
　５、６　　　　　第３及び第４のアーム
　９、１０　　　　第１及び第２の接点基板
　１１　　　　　　ブラシ片
　１２　　　　　　曲げ部
　２０　　　　　　スリット（開口部）
　５０　　　　　　支持構造体
　５１　　　　　　取付突起
　５２　　　　　　垂直突起
　１００　　　　　テスター（回路計）
　１０１　　　　　テスター本体
　１０３　　　　　本体ケース
　１０４　　　　　回路基板
　１０５　　　　　ロータリースイッチ装置（スライドスイッチ）
　１０６　　　　　ダイアル（接点取付支持体）
　１１０　　　　　クリック機構
　１１１　　　　　スイッチ本体
　１１３　　　　　接点基板
　１１５　　　　　接点部
　１１６　　　　　導通パターン（導通電極）
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